
        

  東京慈恵会医科大学大学院学則 
 

 

第一章  目的 

 

第 一 条 東京慈恵会医科大学大学院(以下「本大学院」という。)の医学系専攻分野は、臨床医

学を中心に基礎医学および社会医学をも含めて優れた研究者の養成を主眼とし、自立

して研究活動を行うのに必要な高度の研究能力とそれに加えて医学の教育に求められ

る多様な指導力を養い、その基礎となる豊かな学識を深めることを目的とする。看護

学専攻分野については、広い視野に立って精深な学識を授け、看護学分野における研

究能力またはこれに加えて高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力

を培うことを目的とする。 

 

 

第二章  大学院の組織および修業年限 

 

第 二 条 本大学院に医学研究科を置く。 

第 三 条   本大学院医学研究科に次の課程と専攻を置く。 

 

      

 

 

第 四 条 本大学院医学研究科は博士課程および修士課程とする。 

第 五 条 修業年限および在学年数は次のとおりとする。 

一、博士課程の修業年限は四年を標準とし、在学年数は八年を超えることができない。 

二、修士課程の修業年限は二年を標準とし、在学年数は四年を超えることができない。 

 

 

第三章  学年、学期および休業日 

 

第 六 条 学年は四月一日に始まり翌年三月三十一日に終わる。 

第 七 条 学年を左の二学期に分ける。 

  前学期 四月一日から九月三十日まで 

  後学期 十月一日から翌年三月三十一日まで 

第 八 条 休業日を左のとおり定める。ただし、休業日に講義、演習などを実施することがある。 

一、日曜日 

一、国民の祝日に関する法律で定める休日 

一、本学創立記念日 五月一日 

一、高木兼寛先生記念日 十月十五日 

一、春季休業 四月一日から四月十日まで 

一、夏季休業 七月二十一日から九月十日まで 

 

 

 

第四章  収容定員 

 

第 九 条 入学定員および収容定員は次のとおりとする。 

一、博士課程は入学定員 66名、収容定員 264名とする。 

一、修士課程は入学定員10名、収容定員20名とする。 

 

課 程 専 攻 

博士課程 医学系 

修士課程 看護学 



第五章  授業科目および履修方法 

 

第 十 条 授業科目は次のとおりとする。なお、細目については別に定める。 

  一、博士課程 

専攻名 授業科目名 

器官病態･治療学 

成育･運動機能病態･治療学 

神経･感覚機能病態･治療学 

病態解析･生体防御学 

 

 

医学系 

社会健康医学 

二、修士課程 

専攻名 分野名 

成人看護学分野 

（急性・重症患者看護学） 

がん看護学分野 

看護管理学分野 

母子健康看護学分野 

 

 

看護学 

地域連携保健学分野 

第 十 一 条 授業は共通カリキュラムと選択カリキュラムからなる。 

第 十 二 条 教育上必要な場合には研究科委員会の議を経て、次のことを行うことができる。 

一、他の大学院または研究機関において研究指導を受けることができる。 

二、夜間その他特定の時間または時期において、授業または研究指導を行う等の適当

な方法により教育を受けることができる。 

 

 

第六章  授業科目の履修の認定 

 

第 十 三 条  授業科目の履修の認定は試験または研究報告によって行い、その方法は授業科目担当

教員がこれを定める。 

第 十 四 条 合格した授業科目については所定の単位を与える。 

第 十 五 条  不合格の授業科目については、再試験を行うことがある。病気その他の事故のため試

験を受け得なかった者のために追試験を行うことがある。 

 

 

第七章  課程の修了 

 

第 十 六 条 各科目に対する単位数は次の基準によって計算する。 

  一、博士課程 

1．講義に対しては一時間の講義について二時間の学習を必要とすることを考慮し、

毎週一時間十五週の講義を一単位とする。 

2．演習に対しては毎週二時間十五週の演習を、実習に対しては毎週三時間十五週の

実習を一単位とする。 

二、修士課程 

   1. 講義は十五時間を一単位とする。 

   2. 演習は三十時間を一単位とする。 

3. 実習は四十五時間を一単位とする。 

第 十 七 条 博士課程に四年以上在学して医学研究ならびに医学教育に関する授業を合計三十単位

以上履修するとともに、研究指導を受けて独創的研究に基づく学位論文を提出し、学

位論文の審査および最終試験に合格することを以て博士課程の修了とする。ただし、

優れた研究業績を上げた者については在学期間を三年以上とすることがある。 



二、修士課程に二年以上在学し、看護学研究ならびに看護教育に関する授業を合計三

十単位以上履修し、かつ必要な研究指導を受け看護学特別研究の学位論文の審査

および最終試験に合格することをもって修士課程の修了とする。 

 

 

第八章  学位論文審査および最終試験 

 

第 十 八 条 学位論文は指導に当たった授業科目担当教員を通じ、所定の書類および手数料を添えて

研究科委員会に提出しなければならない。 

第 十 九 条 論文審査は、論文を受理した後一ヵ年以内に終了するものとし、最終試験は論文を中心

としてこれに関連ある科目の学識と研究能力について筆記または口頭で行うものとす

る。この論文審査および最終試験は研究科委員会により選出された委員で組織する学位

論文審査委員会が行い、学位論文審査委員長はその結果を研究科委員会に報告し、研究

科委員会はその報告に基づいて合否を決定する。 

第 二 十 条     博士課程の課程を経ないで学位論文を提出する者は、同課程を経て学位を授与される者 

と同等以上の内容を有する論文を提出し、且つ医学に関し同様に広い学識を有するこ

とが試験により確認された者でなければならない。その試験は口頭または筆記で行い、

外国語（英語）を課すことを原則とする。 

 

 

第九章  学位およびその授与 

 

第二十一条 学位は博士（医学）（東京慈恵会医科大学）と 

    修士（看護学）（東京慈恵会医科大学）とする。 

第二十二条 学位は左の一に該当する者に授与される。 

一、博士（医学） 

1．本大学院医学研究科博士課程を修了した者 

2．大学院医学研究科博士課程の課程を経ないで学位論文を提出し、その審査および 

試験に合格し、大学院医学研究科博士課程を修了した者と同等以上の学力を有す

ると研究科委員会で認められた者 

二、修士（看護学） 

修士課程の学位は左の一に該当する者に授与される。 

1．本大学院医学研究科修士課程を修了した者 

 

 

第十章 入学、退学、休学、転学 

 

第二十三条 入学の時期は学年のはじめとする。 

第二十四条 博士課程に入学できる者は左の一に該当する者とする。 

1．大学を卒業した者（原則として医学・歯学または獣医学の課程を修了した者     

および大学院修士課程を修了した者） 

2．学位授与機構で学士（医学・歯学または獣医学）または修士の学位を授与された者 

3．文部科学大臣の指定した者 

4．外国において学校教育における十八年の課程（最終の課程は医学・歯学又は獣医

学）を修了した者 

5．その他本大学院において大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者                                        

二、臨床に直接かかわる授業科目を選択する者は、原則として医師の免許を有し、二

年間の臨床研修を修了した者とする。 

三、修士課程に入学できる者は看護師、保健師、助産師のいずれかの免許を有し、入

学時三年以上の看護関連の実務経験を有する者とする。 

 



第二十五条 博士課程の入学は志願者の学力、人物について選考の上これを許可する。選考の方法

は一般入試、社会人入試とし研究科委員会がこれを定める。 

二、修士課程の入学は志願者の学力、人物について選考の上これを許可する。選考の

方法は研究科委員会がこれを定める。 

第二十六条 入学志願者は、所定の入学願書に資格証明書、写真および入学検定料を添えて提出し

なければならない。なお、入学検定料は別に定める。 

第二十七条 選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、指定期日までに、誓約書およびその他

所定の書類を提出するとともに、所定の学費を納付しなければならない。 

二、前項誓約書において独立の生計を営む成人一名を保証人に定める。 

三、保証人は本人在学中のすべてのことについて責任を負わなければならない。 

第二十八条 医学研究科長は前条に定める入学手続きを完了した者に、入学を許可する。 

第二十九条 事情により退学する者は、保証人連名の退学願を研究科長に提出し、研究科委員会の

議を経て研究科長の許可を得なければならない。 

第 三 十 条 疾病その他やむを得ず休学するときは、事由を記入した休学願を研究科長に提出し、

研究科委員会の議を経て研究科長の許可を得なければならない。 

二、疾病その他の事由によって学習することが不適当と認められる場合には、研究科

長は休学を命ずることがある。 

  三、休学期間は通算して二年を越えることができない。 

  四、休学期間はこれを在学年数に算入しない。 

五、博士課程における一年未満の休学期間は期間の長短にかかわらず、一年として計

算する。 

  六、修士課程については半期ごとの休学を認める。 

第三十一条  他の大学院から本大学院へ転入を志願する者については、本研究科委員会において選

考の上、研究科長がこれを許可することがある。 

第三十二条   本大学院から他の大学院へ転学を志願する者は、授業科目担当教員を経て研究科委員

会の承認を得、研究科長の許可を受けなければならない。 

 

 

第十一章 授業料および入学金 

 

第三十三条 博士課程に入学を許可された者は、左記により入学の手続きと同時に授業料および入

学金を納めなければならない。 

1．博士課程の授業料は年額400,000円、入学金は100,000円とする。 

2．授業料は前期に全納するか、または次の二期に分けて納めなければならない。 

前期 200,000円 納期四月三十日まで 

後期 200,000円 納期十月三十一日まで 

二、修士課程に入学を許可された者は、左記により入学の手続きと同時に授業料およ

び入学金を納めなければならない。 

1．修士課程の授業料は年額800,000円、入学金は200,000円とする。 

2．授業料は前期に全納するか、または次の二期に分けて納めなければならない。 

 前期 400,000円  納期 四月三十日まで 

 後期400,000円 納期 十月三十一日まで 

3．標準修業年限をこえる授業料については学期ごとに半額とする。 

第三十四条 一旦納入した学費は理由の如何にかかわらず一切返還しない。 

 

 

第十二章  外国人特別学生および聴講生、科目等履修生 

 

第三十五条 本大学院医学研究科へ入学を志願する外国人で、外務省在外公館または本邦所在の外

国公館の紹介のある者は第二十四条の規程にかかわらず選考の上、外国人特別生とし

て入学を許可することがある。外国人特別生は定員外とする。 



第三十六条 特定の授業科目の聴講を志願する者があるときは、選考の上聴講生として入学を許可

することがある。 

第三十七条 博士課程の聴講生として入学を志願し得る者は左の一に該当する者とする。なお、入

学の手続き、入学金、聴講料については別にこれを定める。 

一、修業年限四年以上の大学を卒業した者 

二、右と同等以上の学力があると認められた者 

第三十八条 修士課程の聴講生、科目等履修生に関する事項は別にこれを定める。 

 

 

第十三章  運営組織および教員組織 

 

第三十九条 本大学院医学研究科に研究科長を置く。本研究科長は原則として学長がその任にあた 

る。なお選考の規程は別に定める。 

第 四 十 条      本大学院医学研究科の授業担当教員は東京慈恵会医科大学教授でかつ別に定める基準 

により選考される。なお、准教授および講師をこれにあてることができる。 

第四十一条     本大学院に研究科委員会を置く。研究科委員会は研究科委員会（博士課程）と研究科委 

員会（修士課程）で構成する。 

二、研究科委員会（博士課程）と研究科委員会（修士課程）のそれぞれの委員長は研 

究科長が指名する。 

三、研究科委員会（博士課程）は研究科授業担当教授をもって組織する。 

  四、研究科委員会（修士課程）は担当教授、担当准教授をもって組織する。 

第四十二条 研究科委員会の委員長は研究科長がその任にあたる。 

第四十三条 研究科委員会は左の事項を議決する。 

一、研究科の授業担当者の選考に関する事項 

二、研究科の教育課程に関する事項 

三、入学、修了、退学、休学などに関する事項 

四、試験に関する事項 

五、学位論文審査並びに最終試験に関する事項 

六、研究科長の諮問事項に関する事項 

七、その他学事に関する事項 

第四十四条 本大学院の各課程に大学院委員会を置き、大学院の重要事項を審議する。 

第四十五条 博士課程の大学院委員会は、研究科長、研究科委員５名以上をもって構成し、オブザ

ーバーを置くことができる。 

二、修士課程の大学院委員会の運営規程は別に定める。 

第四十六条 大学院委員会の委員長は研究科長が指名する。 

 

 

第十四章  研究指導施設 

 

第四十七条 本大学院医学研究科に研究室および実験、実習室を置く。必要に応じ医学部および大学

附属病院の施設を用いる。 

 

 

第十五章  厚生保健施設 

 

第四十八条 厚生保健施設については東京慈恵会医科大学学則第四十八条を準用する。 

 

 

第十六章  賞罰 

 

第四十九条 賞については別にこれを定める。 



第 五 十 条  本学の規則に違反し、または大学院生としての本分に反する行為をした者は研究科委

員会の議を経て研究科長が懲戒する。 

二、懲戒は、訓告、停学および退学とする。 

 

 

附 則 本学則は医学研究科看護学専攻修士課程設置に伴う改正のうえ、 

平成21年 4月 1日から施行する。 


